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令和５年における我が国のプルトニウム管理状況 

令和６年７月１６日 

内 閣 府 

原子力政策担当室 

１．趣旨 

我が国は、原子力基本法に基づき原子力の研究、開発及び利用を厳に平和の目的に限り

行っている。 

原子炉等規制法上の平和利用の観点からは、核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）の下、国内全て

の核物質・原子力活動について、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）保障措置の厳格な適用を受ける※

等により、我が国の原子力の平和利用を担保している。 

加えて、政策上の平和利用の観点からは、プルトニウムに関しては、「利用目的のないプ

ルトニウムは持たない」との原則を堅持するとともに、原子力委員会においても、平成 30 年７

月に、プルトニウム保有量を減少させる方針等を明示した「我が国におけるプルトニウム利用

の基本的な考え方＊１」を公表したところである。プルトニウム利用の透明性の向上を図り、国

内外の理解を得ることが重要であることから、ＩＡＥＡ「プルトニウム国際管理指針＊２」に則り、

国内外において使用及び保管している未照射分離プルトニウム（以下「分離プルトニウム」と

いう。）の管理状況を、平成６年以降、毎年公表するとともに、ＩＡＥＡに対して報告を行ってい

る。当該管理状況では、我が国は、ＩＡＥＡ「プルトニウム国際管理指針」に基づき公表している

以上に詳細な使用、保管状況等を公表しており、透明性向上を図っている。 

２．分離プルトニウムの管理状況 

（１）概要

令和５年末時点で国内外において管理されている我が国の分離プルトニウム総量は約

４４．５トン。うち、国内保管分は約８．６トン、海外保管分は約３５．８トン（下表参照）。 

【分離プルトニウムの管理状況】 

令和４年末時点 令和５年末時点 

総 量 約４５．１トン 約４４．５トン 

国内で保管中 約９．３トン 約８．６トン 

海外で 

保管中 

（計） 約３５．９トン 約３５．８トン 

英国 約２１．８トン 約２１．７トン 

仏国 約１４．１トン 約１４．１トン 

（注）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

令和５年は、国内では、新たな分離プルトニウムの回収はなかったが、関西電力高浜発電

所３号機において分離プルトニウム約０．６トンの消費が行われた。 

このため、令和５年末の国内保管分は約８．６トンとなった。 
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（２）公表データ 

令和５年末時点における我が国の分離プルトニウムの管理状況は、以下のとおりである。

本資料では、特に付記のない限り、分離プルトニウムの重量をキログラム（ｋｇ）単位で示して

おり、核分裂性プルトニウム量にはプルトニウム 239 及びプルトニウム 241 の重量を記載して

いる。各欄の数字に続く括弧内には昨年の同欄における公表値を記載している。 

「国内に保管中の分離プルトニウム」（【別紙】１．（１）参照）とは 

再処理施設で使用済燃料から分離し､ＭＯＸ（ウラン・プルトニウム混合酸化物）粉末にされ､

燃料加工施設でＭＯＸ粉末からＭＯＸ燃料集合体に加工され、原子炉内にＭＯＸ燃料集合体

を装荷し照射されるまでの分離プルトニウムを指し、以下①～③のものが含まれる。 

① 再処理施 設：分離・精製工程中の硝酸プルトニウム、混合転換工程中や貯蔵容器に

貯蔵されているＭＯＸ粉末等。 

② 燃料加工施設：原料として貯蔵されているＭＯＸ粉末、試験及び加工段階にあるプルト

ニウム、新燃料製品。 

③ 原子炉施設等：高速炉及び実用発電炉において新燃料として保管されているもの（原

子炉内に装荷された未照射ＭＯＸ燃料、原子炉内から取り出された未

照射ＭＯＸ燃料を含む）、大学・研究機関の研究開発施設において研究

用に保管されているプルトニウム及び臨界実験装置用燃料。 

「海外に保管中の分離プルトニウム」（【別紙】１．（２）参照）とは 

我が国の電気事業者が英仏に再処理を委託し、既に分離されてはいるが、まだ我が国に

返還されていないものを指す。これらは原則として、海外でＭＯＸ燃料に加工され、我が国の

実用発電炉で利用されることになっている。 

「分離プルトニウムの使用状況等」（【別紙】２．（１）～（３）参照）とは 

再処理施設における分離プルトニウムの回収量、燃料加工施設における加工工程への正

味の分離プルトニウム払出量、原子炉施設における未照射ＭＯＸ燃料を原子炉内に装荷し照

射した量であり、分離プルトニウムの管理状況をより明確にするために示すものである。 

 

※ 日本における令和５年ＩＡＥＡ保障措置結論＊３ 

我が国は、ＮＰＴの下、ＩＡＥＡとの間で締結した保障措置協定及びその追加議定書に基づき、

プルトニウムを含めた国内の全ての核物質について、ＩＡＥＡによる保障措置を受け入れてい

る。 

本年６月に開催されたＩＡＥＡ理事会において、ＩＡＥＡが令和５年に実施した保障措置活動に

基づき、我が国は、「申告された核物質について平和的な原子力活動からの転用の兆候は見

られない。未申告の核物質及び活動の兆候も見られない。」ことを根拠として、すべての核物

質が平和的活動にとどまっていると評価されている（拡大結論）。 
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＊１ https://www.aec.go.jp/kettei/kettei/20180731_2.pdf 

＊２ https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc549.pdf 

＊３ https://www.nra.go.jp/data/000473292.pdf 

 

【参考資料】 

参考１ 原子炉施設等における分離プルトニウムの保管等の内訳 

参考２ 令和５年における国内に保管中の分離プルトニウムの期首・期末在庫量と増減内訳 

参考３ 令和５年における我が国の分離プルトニウムの施設内移動量・増減量及び施設間 

     移動量 

参考４ プルトニウム国際管理指針に基づきＩＡＥＡを通じて公表する令和５年末における 

我が国のプルトニウム保有量 

参考５ プルトニウム国際管理指針に基づきＩＡＥＡから公表されている令和４年末における 

各国の自国内のプルトニウム保有量を合計した値 
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令和５年末における我が国の分離プルトニウム管理状況 

 

１． 分離プルトニウムの保管状況                               

（ ）内は令和４年の公表値 

（１）国内に保管中の分離プルトニウム量                                《単位：ｋｇＰｕ》 

再処理施設（注１） 

ＭＯＸ粉末等（注２） 3,790 (3,793) 

 うち、核分裂性プルトニウム量 2,463 (2,465) 

（注１）「再処理施設」は、日本原子力研究開発機構再処理施設及び日本原燃株式会社再処理施設を指す。 

（注２）前年末の数値からの変化は、分析試料の採取、査察等のために行われる分離プルトニウムの移動に起因するものであ

る。 

 

燃料加工施設（注３） 

内訳（注４） 

ＭＯＸ粉末等 
（原料として貯蔵されているもの、試験及び加工段階にあるもの） 

3,358 (3,428) 

新燃料製品等 
（燃料体の完成品として保管されているもの等） 

550 (484) 

 3,908 (3,912) 

 うち、核分裂性プルトニウム量 2,692 (2,695) 

（注３）「燃料加工施設」は、日本原子力研究開発機構プルトニウム燃料加工施設を指す。 

（注４）前年末の数値からの変化は、分析試料の採取、査察、貯蔵物の安全点検、核物質の集約化等のために行われる区域間

の分離プルトニウムの移動に起因するものである。 

 

原子炉施設等 高速炉（注５） 実用発電炉 
研究開発 

施設等（注６） 

原子炉施設に保管されている新燃料製品等 411 (411) 418 (1,048) 113 (113) 

 941 (1,572) 

 うち、核分裂性プルトニウム量 659 (1,063) 

（注５）「高速炉」は、常陽及びもんじゅを指す。 

（注６）「研究開発施設等」は、臨界実験装置等を指す。 

 

国内保管中の分離プルトニウム量の合計（＊） 8,640 (9,277) 

 うち、核分裂性プルトニウム量 5,814 (6,222) 

【別紙】 

合計（＊） 

合計（＊） 
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（２）海外に保管中の分離プルトニウム量（注７） 

海外で保管されている分離プルトニウムは、海外でＭＯＸ燃料に加工された上で我が国に持ち込まれ、プ

ルサーマルに使用されることとなる。そのため、その利用について平和利用の面から懸念が示されることはな

いと考えられるが、透明性の一層の向上の観点から、燃料加工のために海外で保管されている分離プルトニ

ウムについて、国内の分離プルトニウムに準じて、以下のとおり管理状況を示す。 

                                                                 《単位：ｋｇＰｕ》 

保管国 
分離プルトニウム量 

 うち、核分裂性プルトニウム量 

英国での回収分 21,735 （21,757） 14,458 （14,480） 

仏国での回収分 14,097 （14,113） 9,105 （9,122） 

合計（＊） 35,831 （35,870） 23,563 （23,602） 

（注７）海外に保管中の分離プルトニウム量のうち再処理施設内に保管されているプルトニウム量については、回収等に加え、

核的損耗（参考２（注２）参照。）を考慮している。 

 

 

２． 分離プルトニウムの使用状況等（令和５年１月～令和５年１２月） 

（ ）内は令和４年の公表値 

（１）分離プルトニウムの回収量 《単位：ｋｇＰｕ》 

回収量(注８) 
再処理施設 

0 (0) 

（注８）「回収量」とは、再処理施設において、分離・転換後に回収されたＭＯＸ粉末に含まれるプルトニウムの量と定義している。 

 

（２）燃料加工工程での使用量 《単位：ｋｇＰｕ》 

使用量(注９) 
燃料加工施設 

0 (0) 

（注９）「使用量」とは、燃料加工施設において、新燃料の加工等のため原料貯蔵区域から加工工程区域へ移動したＭＯＸ粉末

等に含まれるプルトニウムの正味の払出し量と定義している。 

 

（３）原子炉施設における未照射ＭＯＸ燃料を装荷し照射した量 《単位：ｋｇＰｕ》 

装荷し照射した量(注１０) 
原子炉施設 

631 (629) 

（注１０）「装荷し照射した量」とは、原子炉施設において保管していた未照射ＭＯＸ燃料のうち、炉内に装荷し照射されたＭＯＸ燃

料に含まれるプルトニウムの量と定義している。原子炉内に装荷した状態には「未照射」と「照射中」の状態があるが、ここ

では使用状況をより明確にするため、「装荷し照射した量」を示す。 

 

（＊）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 
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原子炉施設等における分離プルトニウムの保管等の内訳 

 

 

事業者名等 

 
 

保管プルトニウム（注１） 
（分離プルトニウム量） 

 （参考）（令和５年末までに炉内に装荷さ

れた分離プルトニウム総量） 

－（炉外へ取り出した照射済みプルト

ニウム総量）（注３） 

うち、炉内に装荷されているプルトニウム（注２） 
（分離プルトニウム量） 

 

 

（kgPu） 

うち、核分裂性 

プルトニウム量

(kgPuf) 

 

 

(kgPu) 

うち、核分裂性 

プルトニウム量 

(kgPuf) 

 

 

(kgPu) 

うち、核分裂性 

プルトニウム量

(kgPuf) 

高速炉 日本原子力研究開発機構 411 286 － － 261 184 

実用発電炉 

東京電力ホールディングス(株) 205 138 － － 210 143 

中部電力(株)  213 145 － － － － 

関西電力(株) － － － － 1,440 924 

四国電力(株)  － － － － 198 136 

九州電力(株)  － － － － 160 103 

研究開発施設等 

日本原子力研究開発機構 

（臨界実験装置その他の研究開発施設） 
113 91     

その他機関 0 0     

（注１）令和５年末の分離プルトニウム量。 

（注２）令和５年末の分離プルトニウムのうち、炉内に装荷されているプルトニウム量。 

    令和５年の一年間に分離プルトニウムを照射したのは、関西電力高浜３号機、631kgPu。 

（注３）令和５年末時点で炉内に装荷中のＭＯＸ燃料の未照射時点でのプルトニウム量を記載。なお、定期事業者検査のため、一時ＭＯＸ燃料を炉外に移動し保管されている場合もある。 

 

参考データ（令和５年末） 原子炉施設等に貯蔵されている使用済燃料等に含まれるプルトニウム  157,842kgPu 

再処理施設に貯蔵されている使用済燃料に含まれるプルトニウム      26,734kgPu 

放射性廃棄物に微量含まれるプルトニウム等、当面回収できないと認められているプルトニウム  136kgPu 

【参考１】 
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令和５年における国内に保管中の分離プルトニウムの期首・期末在庫量と増減内訳 

              単位：ｋｇＰｕ 

＜合計＞ （注１）  

炉内に装荷し照射した総量   △ 631 

各施設の受払量 △ 0 

各施設内工程での増減量  △ 6 

増減  △ 637 

 

 

再処理の分離・精製工程から混合転換の原料貯蔵庫まで（注１） 

令和５年１月１日 （令和４年末）現在の在庫量 3,793  

増減 

内訳 

受入による増量（令和５年一年間の搬入量） 0  

払出による減量（令和５年一年間の搬出量） △ 0  

再処理施設内工程での増減量 （注２） △ 3  

 
詳細 

内訳 

保管廃棄 △ 5.3 

保管廃棄再生 3.8 

核的損耗 △ 0.6 

測定済廃棄 △ 0.0 

在庫差  △ 1.0 

令和５年１２月末現在の在庫量 3,790  

 

 

ＭＯＸの粉末原料から燃料集合体に仕上げるまで（注１） 

令和５年１月１日 （令和４年末）現在の在庫量 3,912  

増減 

内訳 

受入による増量（令和５年一年間の搬入量） 0  

払出による減量（令和５年一年間の搬出量） △ 0  

燃料加工施設内工程での増減量 （注２） △ 3  

 
詳細 

内訳 

保管廃棄 △ 0.1 

保管廃棄再生 0.1 

核的損耗 △ 2.9 

在庫差 △ 0.3 

令和５年１２月末現在の在庫量 3,908  

 

 

「高速炉」、「実用発電炉」及び「研究開発施設等」（注１） 

令和５年１月１日 （令和４年末）現在の在庫量 1,572  

増減 

内訳 

受入による増量（令和５年一年間の搬入量） 0  

炉内に装荷し照射したことによる減量（令和５年一年間の装荷し照射した

量） 
△ 631  

払出による減量（令和５年一年間の搬出量） △ 0  

原子炉施設等内での増減量（注２）  △ 0  

 
詳細 

内訳 
核的損耗 等 △ 0.0 

令和５年１２月末現在の在庫量 941  

【再処理施設】 

【参考２】 

【燃料加工施設】 

【原子炉施設等】 
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（注１） 四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。「△」は、減量を示す。 

（注２） 各施設内工程での増減量の内訳には、施設への受入れ、施設からの払出し以外の計量管理上の在庫変動（保管廃

棄、保管廃棄再生、核的損耗、測定済廃棄等）及び在庫差がある。これらの定義は以下のとおりであり、計量管理上、

国際的にも認められている概念である。なお、この表中では、プルトニウムの増減をわかりやすく示す観点から、在庫

量が減少する場合には負（△）、増加する場合には正（符号なし）の量として示している。そのため、計量管理上の表記

と異なる場合があるので注意されたい。 

○ 保 管 廃 棄：使用済燃料溶解液から核燃料物質を回収する過程で発生する高放射性廃液や低放射性

廃液等に含まれるプルトニウムなど、当面回収できない形態と認められる核燃料物質を保

管する場合に、帳簿上の在庫から除外された量。 

○ 保管廃棄再生：保管廃棄された核燃料物質のうち、再び帳簿上の在庫に戻された量。 

○ 核 的 損 耗：核燃料物質の自然崩壊により損耗（減少）した量。 

○ 測 定 済 廃 棄：測定され又は測定に基づいて推定され、かつ、その後の原子力利用に適さないような態様

（ガラス固化体等）で廃棄された量。 

○ 在 庫 差 ：実在庫確認時に実際の測定により確定される「実在庫量」から「帳簿上の在庫量」を引いた

値。測定誤差やプルトニウムを粉末や液体で扱う施設においては、機器等への付着等の

ため、発生する。 

 



原子炉施設等

再処理施設燃料加工施設

MOX粉末等 3,358

新燃料製品等 550

合計 3,908

MOX粉末等 3,790

払出総量 0

使用済燃料

払出総量 －

新燃料製品等 941

【分離総量】 再処理に供し
た使用済燃料中のPuの量

－

【回収量】 分離・転換後に
回収されたPuの量

－

（注１）「保管量」は令和５年末の値。
（注２）「施設内移動量及び増減量」は令和５年一年間の値。
（注３）「△」は、減量を示す。

【海外に保管中の分離Pu量】

【保管量】

【保管量】

【保管量】

（施設内移動量及び増減量）

（施設内移動量及び増減量）

（施設内移動量及び増減量）

令和５年における我が国の分離プルトニウムの施設内移動量・増減量及び施設間移動量

【参考３】

国内合計 8,640

施設内工程での増減量 △3施設内工程での増減量 △3

海外合計 35,831

9

単位：ｋｇＰｕ

【使用量】 燃料加工のた
めに使用したPuの量

－

【照射総量】 炉内に装荷し照射
したPuの量

△631

施設内での増減量 △0
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プルトニウム国際管理指針に基づきＩＡＥＡを通じて公表する 

令和５年末における我が国のプルトニウム保有量 
 

（ ）内は令和４年末の公表値 

民生未照射プルトニウム年次保有量*１                         （単位：tＰｕ） 

1. 再処理工場製品貯蔵庫中の未照射分離プルトニウム  

2. 燃料加工又はその他製造工場又はその他の場所での製造又は加工

中未照射分離プルトニウム及び未照射半加工又は未完成製品に含

まれるプルトニウム 

3. 原子炉又はその他の場所での未照射ＭＯＸ燃料（炉内に装荷された

照射前を含む）又はその他加工製品に含まれる未照射プルトニウム 

4. その他の場所で保管される未照射分離プルトニウム  

 

［上記 1-4 の合計値］*２ 

 

(ⅰ)上記 1-4 のプルトニウムのうち所有権が他国であるもの 

(ⅱ)上記 1-4 のいずれかの形態のプルトニウムであって他国に存在し、

上記 1-4 には含まれないもの 

(ⅲ)上記 1-4 のいずれかの形態のプルトニウムであって、国際輸送中で

受領国へ到着前のものであり、上記 1-4 には含まれないもの 

3.8   

3.4   

 

 

1.4   

 

0.1   

 

[ 8.6 

 

0    

35.8*３ 

 

0    

 

(3.8) 

(3.4) 

 

 

(1.9) 

 

(0.1) 

 

(9.3) ] 

 

(0) 

(35.9*３) 

 

(0) 

 

 

使用済民生原子炉燃料に含まれるプルトニウム推定量*４              （単位：tＰｕ） 

1. 民生原子炉施設における使用済燃料に含まれるプルトニウム 

2. 再処理工場における使用済燃料に含まれるプルトニウム 

3. その他の場所で保有される使用済燃料に含まれるプルトニウム 

 

［上記 1-3 の合計値］*５ 

 

（定義） 

1：民生原子炉施設から取り出された燃料に含まれるプルトニウムの推

定量 

2：再処理工場で受け入れた燃料のうち、未だ再処理されていない燃料

に含まれているプルトニウムの推定量 

158   

27   

<0.5  

 

[ 185   

   

(156) 

(27) 

(<0.5) 

 

(183) ] 

*１； １００ｋｇ単位で四捨五入した値。 

*２, *５； 合計値はいずれも便宜上算出したものであり、ＩＡＥＡの公表対象外。 

*３； 再処理施設に保管されているプルトニウムについては、Ｐｕ２４１の核的損耗を考慮した値。 

*４； １,０００ｋｇ単位で四捨五入した値。 

【参考４】 
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プルトニウム国際管理指針に基づきＩＡＥＡから公表されている 

令和４年末における各国の自国内のプルトニウム保有量を合計した値 
（単位：ｔＰｕ） 

 未照射プルトニウム＊１ 使用済燃料中のプルトニウム＊２ 

米国 ４９．２ ８０４ 

ロシア ６４．５ １９７ 

英国 １４０．８ ２８ 

仏国 １０６．２ ３０３．３ 

中国 未報告 未報告 

日本 ９．３ １８３ 

ドイツ ０．０ １２９．８ 

ベルギー （５０ｋｇ未満＊３） ４８ 

スイス ２ｋｇ未満 ２２ 

日本の値は参考４の公表値。 

その他の国は、ＩＡＥＡが公表した資料を基に、原子力政策担当室が集計したもの。 
＊１：再処理工場製品貯蔵庫、燃料加工中、ＭＯＸ燃料等製品及びその他の場所にある

未照射プルトニウム（各項目１００ｋｇ単位で四捨五入した値）の合計。ただし、５０ 

ｋｇ未満の項目は合計しない。 
＊２：原子炉、再処理工場及びその他の場所にある使用済燃料中のプルトニウム（各項

目１,０００ｋｇ単位で四捨五入した値）の合計。ただし、５００ｋｇ未満の項目は合計し

ない。 

＊３：燃料加工中、ＭＯＸ燃料等製品及びその他の場所のプルトニウム保管量（各項目 

５０ｋｇ未満）。 

【「プルトニウム国際管理指針」について】 

平成６年２月: プルトニウム利用の透明性向上のための国際的枠組みの構築について、関係

９ヶ国（米、露、英、仏、中、日、独、ベルギー及びスイス）による検討を開始。 

平成９年１２月: プルトニウム利用に係る基本的原則とともに、プルトニウム保有量の公表等

を定めた指針を９ヶ国が決定。 

平成１０年３月: 指針に基づきＩＡＥＡに報告された各国のプルトニウム保有量及びプルトニウ

ム管理に関する方針について、ＩＡＥＡが公表。 

【参考５】 
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